
第７次エネルギー基本計画案について

令和７年2⽉
資源エネルギー庁



2

【⽬次】

１．エネルギー情勢の変化・議論の背景
２．第7次エネルギー基本計画案の概要
３．2040年度エネルギーミックスの概要

４．コスト検証結果の概要



3

①エネルギー安全保障を巡る環境変化
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②DXやGXによる電⼒需要増⼤の可能性
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③脱炭素に向けた世界の動向
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カーボンニュートラル表明国数の拡⼤
 COP25終了時点(2019年12⽉)では、カーボンニュートラルを表明している国はGDPベースで３割に満たな

い⽔準であったが、2024年4⽉には、146ヶ国（G20の全ての国）が年限付きのカーボンニュートラル⽬標を
掲げており、GDPベースで約9割に達している。

期限付きCNを表明する国・地域（2024年4⽉）

（出典）各国政府HP、 UNFCCC NDC Registry、Long term strategies、World Bank database等を基に作成

■2050年まで ■2060年まで ■2070年まで

※グテーレス国連事務総⻑等の要求により、COP25時にチリが⽴ち上げた2050年CNに向けて取り組む国・企業の枠組みである気候野⼼同盟（Climate Ambition Alliance）に参加する国を含む場合、163ヵ国。



出所︓環境省公表資料（2024年4⽉12⽇）より抜粋

⽇本の排出削減の進捗
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④GXを通じた産業政策の強化



⽶国のIRA法における10年間の⽀援例
 インフレ削減法により、再エネや原⼦⼒発電、クリーン⽔素等への⽀援といった気候変動対策に対して、10年間に、

国による総額約50兆円程度の⽀援策を実施。 *2025年1⽉、トランプ政権はインフレ抑制法関連⽀出の⼀時停⽌を決定。

原⼦⼒発電

電気⾃動⾞

CO2分離・回収・貯留施設

太陽光発電

⽔素製造装置

鉄鋼業（電炉）

１．再⽣可能エネルギーによる発電への⽀援（税額控除︓約650億$）
• 太陽光発電、地熱発電などの設備投資に対する税額控除
• ⾵⼒発電、バイオマス発電などの発電量に応じた税額控除

２．原⼦⼒発電への⽀援（税額控除︓約300億$）
• 原⼦⼒発電による発電量に応じた税額控除

３．クリーン⽔素の製造への⽀援（税額控除︓約130億$）
• クリーン⽔素（⽣産から利⽤までのGHG排出量が⼀定以下）の⽣産量に応じて税額控除
• ⽣産から利⽤までの温室効果ガス排出量の減少に応じて、控除額が増加

４．クリーンエネルギー関連の製造業への⽀援
（税額控除・補助⾦・融資︓約400億$）
• クリーン⾃動⾞製造の新たな設備建設に対する融資、既存設備のクリーン⾃動⾞製造設備

への転換に対する補助⾦
• 蓄電池、太陽光パネル、⾵⼒タービン等の⽣産量に応じた税額控除
• 再エネ、CCUS、電気⾃動⾞、燃料電池⾞等の製造設備投資に対する税額控除

５．多排出産業への⽀援（補助⾦・政府調達︓約90億$）
• 電化、低炭素燃料、炭素回収等の先端技術を活⽤した製造設備の導⼊に対する補助⾦
• ⽶国政府の調達で、製造時のCO2排出量が産業平均よりも低い製品を優先

６．炭素回収・貯留への⽀援（税額控除︓約30億$）
• ⽕⼒発電所や⼯場におけるCCSやDAC（⼤気中のCO2の直接吸収）により回収・貯留さ

れたCO2に応じて税額控除
７．建物の省エネ設備等への⽀援（税額控除・還付︓約450億$）
• ヒートポンプ等の省エネ設備に対する税額控除
• エネルギー効率的な新設住宅への税額控除 20



EUのエネルギー・環境政策の変遷
 EUは、ロシアによるウクライナ侵略以降、エネルギーの脱ロシア依存を加速化。また、⽶国や中国などへ対抗す

るため、欧州域内におけるグリーン産業⽀援を強化している。

2019年
12⽉

2021年
7⽉

2022年
5⽉

2023年
2⽉

「欧州グリーンディール」の公表
• 2030年までにGHG55％削減、2050年ネットゼロ実現

「FIT for 55」の公表
• 再⽣可能エネルギー指令、エネルギー効率化指令等の各種規制の⾒直し・導⼊
• CBAMの導⼊（カーボンリーケージ防⽌のため、排出量の多い特定の輸⼊品に対し課⾦を実施。

2023年10⽉から移⾏期間開始。2026年1⽉から本格適⽤開始。）
• EU-ETSの⾒直し（年間排出枠の引き下げなど現⾏のETSの強化など）

「REPowerEU計画」の公表
• エネルギーの脱ロシアを進めるため、ロシアからの化⽯燃料の脱却や再エネや⽔素などを拡⼤。
• 「EU Solar Strategy」により、2030年までに太陽光600GWの新規導⼊を⽬指す。
• グリーン⽔素の供給⽬標⼤幅引き上げ、2030年に年間2,000万トンを域内に供給。

「グリーンディール産業計画」の公表
• ネットゼロ産業法案により、「ネットゼロ技術」と「戦略的ネットゼロ技術」を定義。
• 戦略的ネットゼロ技術に対して規制緩和などの優遇措置を実施。
• 戦略的ネットゼロ技術の域内製造能⼒に関してベンチマークを40％と設定。
• 「重要原材料法」により、戦略的原材料について、2030年までに単⼀の第3国への依存度を

65%以下に低減。域内での採掘、精錬・精製、リサイクル能⼒の強化。
※2024年4⽉、マクロン仏⼤統領は、演説の中で、今のままでは欧州は⽶中との経済競争に敗れて貧困化する恐れがある、将来性のある産業部⾨を⽶

中が⼤量に資⾦を投⼊して⽀援しているのに、欧州は遅れを取っている、官⺠の巨額の投資を⽀えるため、EUレベルでの共同の投資プランを実現する
必要がある旨を強調した。 21
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 東⽇本⼤震災及び東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所事故から13年が経過したが、東京電⼒
福島第⼀原⼦⼒発電所事故の経験、反省と教訓を肝に銘じて取り組むことが、引き続きエネル
ギー政策の原点。

 ⾜下、ALPS処理⽔の海洋放出等の進捗や、福島イノベーションコースト構想の進展もあり、オ
ンサイト・オフサイトともに取組を進めているところ。政府の最重要課題である、福島の復興・再⽣
に向けて最後まで取り組んでいくことは、引き続き政府の責務である。

Ⅱ. 東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所事故後の歩み
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主なポイント
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主なポイント

Ⅴ．2040年に向けた政策の⽅向性（総論）
 DXやGXの進展による電⼒需要増加が⾒込まれる中、それに⾒合った脱炭素電源を確保でき

るかが我が国の産業競争⼒に直結する状況。2040年度に向けて、本計画と「GX2040ビジョ
ン」を⼀体的に遂⾏。

 すぐに使える資源に乏しく、国⼟を⼭と深い海に囲まれるなどの我が国の固有事情を踏まえれば、
エネルギー安定供給と脱炭素を両⽴する観点から、再⽣可能エネルギーを主⼒電源として最⼤
限導⼊するとともに、特定の電源や燃料源に過度に依存しないようバランスのとれた電源構成を
⽬指していく。

 エネルギー危機にも耐えうる強靭なエネルギー需給構造への転換を実現するべく、徹底した省エネ
ルギー、製造業の燃料転換などを進めるとともに、再⽣可能エネルギー、原⼦⼒などエネルギー
安全保障に寄与し、脱炭素効果の⾼い電源を最⼤限活⽤する。

 2040年に向け、経済合理的な対策から優先的に講じていくといった視点が不可⽋。S+3Eの
原則に基づき、脱炭素化に伴うコスト上昇を最⼤限抑制するべく取り組んでいく。

Ⅳ．エネルギー政策の基本的視点（S+3E）
 エネルギー政策の要諦である、S+3E（安全性、安定供給、経済効率性、環境適合性）の原則

は維持。
 安全性を⼤前提に、エネルギー安定供給を第⼀として、経済効率性の向上と環境への適合を図

る。
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主なポイント

 エネルギー危機にも耐えうる需給構造への転換を進める観点で、徹底した省エネの重要性は不変。
加えて、今後、2050年に向けて排出削減対策を進めていく上では、電化や⾮化⽯転換が今まで
以上に重要となる。CO2をどれだけ削減できるかという観点から経済合理的な取組を導⼊すべき。

 ⾜下、DXやGXの進展による電⼒需要増加が⾒込まれており、半導体の省エネ性能の向上、光
電融合など最先端技術の開発・活⽤、これによるデータセンターの効率改善を進める。⼯場等で
の先端設備への更新⽀援を⾏うとともに、⾼性能な窓・給湯器の普及など、住宅等の省エネ化を
制度・⽀援の両⾯から推進する。トップランナー制度やベンチマーク制度等を継続的に⾒直しつつ、
地域での省エネ⽀援体制を充実させる。

 今後、電化や⾮化⽯転換にあたって、特に抜本的な製造プロセス転換が必要となるエネルギー多
消費産業について、官⺠⼀体で取組を進めることが我が国の産業競争⼒の維持・向上に不可⽋。

Ⅴ．2040年に向けた政策の⽅向性
２．需要側の省エネルギー・⾮化⽯転換
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主なポイント

＜総論＞
 DXやGXの進展に伴い、電⼒需要の増加が⾒込まれる中、それに⾒合った脱炭素電源の確保が

できなかったために、国内産業⽴地の投資が⾏われず、⽇本経済が成⻑機会を失うことは、決し
てあってはならない。

 再⽣可能エネルギーか原⼦⼒かといった⼆項対⽴的な議論ではなく、脱炭素電源を最⼤限活⽤
すべき。

 こうした中で、脱炭素電源への投資回収の予⾒性を⾼め、事業者の積極的な新規投資を促進す
る事業環境整備及び、電源や系統整備といった⼤規模かつ⻑期の投資に必要な資⾦を安定的に
確保していくためのファイナンス環境の整備に取り組むことで、脱炭素電源の供給⼒を抜本的に強
化していく必要がある。

Ⅴ．2040年に向けた政策の⽅向性
3．脱炭素電源の拡⼤と系統整備



＜再⽣可能エネルギー＞
 S+3Eを⼤前提に、電⼒部⾨の脱炭素化に向けて、再⽣可能エネルギーの主⼒電源化を徹底し、

関係省庁が連携して施策を強化することで、地域との共⽣と国⺠負担の抑制を図りながら最⼤限
の導⼊を促す。

 国産再⽣可能エネルギーの普及拡⼤を図り、技術⾃給率の向上を図ることは、脱炭素化に加え、
我が国の産業競争⼒の強化に資するものであり、こうした観点からも次世代再⽣可能エネルギー技
術の開発・社会実装を進めていく必要がある。

 再⽣可能エネルギー導⼊にあたっては、①地域との共⽣、②国⺠負担の抑制、③出⼒変動への
対応、④イノベーションの加速とサプライチェーン構築、⑤使⽤済太陽光パネルへの対応といった
課題がある。

 これらの課題に対して、①事業規律の強化、②FIP制度や⼊札制度の活⽤、③地域間連系線の
整備・蓄電池の導⼊等、④ペロブスカイト太陽電池（2040年までに20GWの導⼊⽬標）や、
EEZ等での浮体式洋上⾵⼒、国の掘削調査やワンストップでの許認可フォローアップによる地熱
発電の導⼊拡⼤、次世代型地熱の社会実装加速化、⾃治体が主導する中⼩⽔⼒の促進、⑤
適切な廃棄・リサイクルが実施される制度整備等の対応。

 再⽣可能エネルギーの主⼒電源化に当たっては、電⼒市場への統合に取り組み、系統整備や調整
⼒の確保に伴う社会全体での統合コストの最⼩化を図るとともに、次世代にわたり事業継続される
よう、再⽣可能エネルギーの⻑期安定電源化に取り組む。
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主なポイント





再エネ導⼊に向けた課題
 再⽣可能エネルギーについては、地域共⽣を前提に、国⺠負担の抑制を図りながら、主⼒電源として、最⼤限

の導⼊拡⼤に取り組む。
 他⽅、再エネ導⼊にあたっては、我が国のポテンシャルを最⼤限活かすためにも、以下の課題を乗り越える必要

がある。

 不⼗分な管理で放置されたパネルが散⾒。
 2030年半ば以降に想定される使⽤済太陽光パ

ネル発⽣量ピークに計画的な対応が必要。
 適切な廃棄のために必要な情報（例︓含有物

質情報）の管理が不⼗分。
⇒ 適切な廃棄・リサイクルが実施される制度整備

が必要

⑤使⽤済太陽光パネルへの対応

 気象等による再エネの出⼒変動時への対応が重要。
 全国⼤での出⼒制御の発⽣。
 再エネ導⼊余地の⼤きい地域（北海道、東北など）

と需要地が遠隔。
⇒ 地域間連系線の整備、蓄電池の導⼊などが必要

③出⼒変動への対応

 傾斜地への設置など安全⾯での懸念増⼤。
 住⺠説明不⾜等による地域トラブル発⽣。
⇒ 地域との共⽣に向けた事業規律強化が必要

①地域との共⽣
 平地⾯積や⾵況などの地理的要件により新たな再エ

ネ適地が必要。
 太陽光や⾵⼒を中⼼に、原材料や設備機器の⼤半

は海外に依存。
 技術開発のみならず、コスト低減、⼤量⽣産実現に

向けたサプライチェーン構築、事業環境整備が課題
⇒ ペロブスカイトや浮体式洋上⾵⼒などの社会実装

加速化が必要

④イノベーションの加速とサプライチェーン構築

 FIT制度による20年間の固定価格買取によって国⺠
負担増⼤（2024年度3.49円/kWh）。

 特にFIT制度開始直後の相対的に⾼い買取価格。
⇒ FIPや⼊札制度活⽤など、更なるコスト低減が必要

②国⺠負担の抑制
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＜原⼦⼒＞
 原⼦⼒は、優れた安定供給性、技術⾃給率を有し、他電源と遜⾊ないコスト⽔準で変動も少なく、

また、⼀定出⼒で安定的に発電可能等の特⻑を有する。こうした特性はデータセンターや半導体⼯
場等の新たな需要ニーズにも合致することも踏まえ、国⺠からの信頼確保に努め、安全性の確保を
⼤前提に、必要な規模を持続的に活⽤していく。

 ⽴地地域との共⽣に向けた政策や国⺠各層とのコミュニケーションの深化・充実、核燃料サイク
ル・廃炉・最終処分といったバックエンドプロセスの加速化を進める。

 再稼働については、安全性の確保を⼤前提に、産業界の連携、国が前⾯に⽴った理解活動、原
⼦⼒防災対策等、再稼働の加速に向け官⺠を挙げて取り組む。

 新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代⾰新炉の開発・設置については、地域の産業や雇⽤の
維持・発展に寄与し、地域の理解が得られるものに限り、廃炉を決定した原⼦⼒発電所を有する事
業者の原⼦⼒発電所のサイト内での次世代⾰新炉への建て替えを対象として、六ヶ所再処理⼯
場の竣⼯等のバックエンド問題の進展も踏まえつつ具体化を進めていく。その他の開発などは、各
地域における再稼働状況や理解確保等の進展等、今後の状況を踏まえて検討していく。

 次世代⾰新炉（⾰新軽⽔炉・⼩型軽⽔炉・⾼速炉・⾼温ガス炉・核融合）の研究開発等を進め
るとともに、サプライチェーン・⼈材の維持・強化に取り組む。
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主なポイント









最終処分に関する経緯（⾼レベル放射性廃棄物）
「最終処分法」制定、NUMO 設⽴ → 全国公募開始（⼿挙げ⽅式）
⾼知県東洋町が応募/取り下げ
最終処分法に基づく「基本⽅針」改定

国が前⾯に⽴つ観点から、
• 科学的により適性の⾼いと考えられる地域を提⽰
• 理解状況等を踏まえた国から⾃治体への申⼊れ 等

「科学的特性マップ」公表 → 全国各地で説明会を実施中

北海道２⾃治体（寿都町、神恵内村）において「⽂献調査」開始
最終処分法に基づく「基本⽅針」改定 → ⽂献調査の実施地域拡⼤に向けた取組強化
佐賀県⽞海町で「⽂献調査」開始
北海道２⾃治体の⽂献調査報告書案について法定プロセス（公告・縦覧、説明会など）が開始

2000年
2007年
2015年

2017年

2020年
2023年
2024年

※Nuclear Waste Management Organization
（原⼦⼒発電環境整備機構）

※

すっつちょう かもえないむら
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げんかいちょう

（参考）諸外国の処分地選定プロセス例︓10件程度の関⼼地域が出て、そこから順次絞り込み





NuScale（VOYGR）

⾰新軽⽔炉 SMR（⼩型モジュール炉）
次世代⾰新炉の種類と現状

GE⽇⽴（BWRX-300）

三菱重⼯業（実証炉）三菱重⼯業（実証炉）

⾼速炉 ⾼温ガス炉 核融合

 ITER（実験炉）
【特徴】
 発電だけでなく⾼温熱を利⽤して⽔素製造を⾏う。
 冷却材に化学的に安定なヘリウムを利⽤。減速材

に耐熱性や蓄熱性等に優れた⿊鉛を利⽤すること
で冷却機能を喪失しても⾃然に冷温停⽌が可能。

【現状】
 GX経済移⾏債を活⽤した実証炉開発事業を

2023年に開始。英国とも連携。並⾏して試験炉
「HTTR」による⽔素製造試験を⽬指す。

 HTTRへの⽔素製造施設の接続に向けて、2024
年度中に原⼦炉設置変更許可申請予定。

三菱重⼯業
（SRZ-1200）
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【特徴】
 冷却材にナトリウムを利⽤することでプルトニウム

燃焼を効率的に⾏う。
 廃棄物量・有害度低減、資源の有効利⽤など

核燃料サイクルの効果を向上。
【現状】
 GX経済移⾏債を活⽤した実証炉開発事業を

2023年に開始。⽶国や仏国とも連携。
 2024年7⽉、炉と燃料サイクルの研究開発全体

を統合してマネジメントする組織をJAEAに設置。
電⼒やメーカー、JAEAのメンバーで構成。

【特徴】
 設計段階から新たな安全メカニズムを組み込

むことにより、事故の発⽣リスクを抑制し、万が
⼀の事故があった場合にも放射性物質の放
出を回避・抑制する機能を強化。

【現状】
 標準設計は概ね終了。規制基準を明確にす

るため、現在、原⼦⼒エネルギー協議会
（ATENA）と規制委員会とで意⾒交換中。

 経産省予算にて、新たな要素技術の成熟度
を⾼める研究開発や実証試験を⽀援。

【特徴】
 出⼒が30万kW以下の⼩型軽⽔炉。⾃

然循環により、冷却ポンプや外部電源なし
で炉⼼冷却が可能。

【現状】
 ⽶国やカナダにおいて、データセンターへの

電⼒供給などの⽬的で、2030年⼿前で
の運開を⽬指し、開発が進められている。

 海外プロジェクトへの⽇本企業の参画や研
究開発を⽀援。

【特徴】
 核融合反応から得られる熱エネルギーを利⽤

して発電。
【現状】
 ⽶国の核融合スタートアップ企業を中⼼に

2030年前後での核融合実⽤化を掲げ、多
様な炉型の開発への挑戦が発表されている。

 ⽇本においても、スタートアップ企業がトカマク
型、ヘリカル型、レーザー型などそれぞれの炉
型での実現を⽬指す。



＜⽕⼒＞
 ⽕⼒は、温室効果ガスを排出するという課題もある⼀⽅、⾜下の供給の７割を満たす供給⼒、

再エネ等による出⼒変動等を補う調整⼒、系統の安定性を保つ慣性⼒・同期化⼒等として、重
要な役割を担っている。

 ⾜下の電⼒需給も予断を許さない中、⽕⼒全体で安定供給に必要な発電容量（kW）を維
持・確保しつつ、⾮効率な⽯炭⽕⼒を中⼼に発電量（kWh）を減らしていく。具体的には、ト
ランジション⼿段としてのLNG⽕⼒の確保、⽔素・アンモニア、CCUS等を活⽤した⽕⼒の脱炭
素化を進めるとともに、予備電源制度等の措置について不断の検討を⾏う。

＜次世代電⼒ネットワークの構築＞
 電⼒の安定供給確保と再⽣可能エネルギーの最⼤限の活⽤を実現しつつ、電⼒の将来需要を

⾒据えタイムリーな電⼒供給を可能とするため、地域間連系線、地内基幹系統等の増強を着実
に進める。更に、蓄電池やDR等による調整⼒の確保、系統・需給運⽤の⾼度化を進めることで、
再⽣可能エネルギーの変動性への柔軟性も確保する。

48＊CCUS︓Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage（⼆酸化炭素回収・有効利⽤・貯留）

主なポイント
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⽯炭⽕⼒発電に関する各国の状況
 欧州を中⼼に⽯炭⽕⼒発電の割合が元々低い国は全廃の年限を表明しつつも、ロシアのウクライナ侵略等

で天然ガス供給が著しく不⾜した際にバックアップとして⽯炭⽕⼒発電を稼働させる柔軟な動きも。

 ⼀⽅、⽯炭⽕⼒の割合が⾼い国は、段階的な脱炭素化を⽬指す。

発電量
（億kWh）

今後の
⾒通し

国名

⽕⼒発電の段階的な脱炭素化
⽇本

2030年
ミックスで
19％。

⾮効率な⽯
炭⽕⼒の
フェードアウ
ト、⽔素・ア
ンモニアや
CCUS等を
活⽤。

10,106

30.8%

アメリカ

44,729

（2035年ま
でに発電部⾨
のネットゼロを、
2050年まで
に排出量の
ネットゼロを達
成。）

＊トランプ政
権は、パリ協
定離脱を表
明し、上記を
撤回。

20.4%

中国

88,892

国全体の
排出を
2030年に
ピークアウト
させる⽅針
だが、⽯炭
⽕⼒に関す
る明確な⾔
及なし。

61.8%

インド

18,194

容量シェア
は23年
51%から
2029-30
年に32%
に減少も、
容量そのも
のは
40GW増
える⾒込み。

71.8%

⽯炭⽕⼒全廃の年限を表明
カナダ

6,512

2030年ま
でに排出削
減対策が講
じられていな
い⽯炭⽕⼒
をフェーズア
ウト。

CCUS付き
であれば
2030年以
降も稼働可
能。

4.0%

ドイツ

5,743

遅くとも
2038年ま
で（理想的
には2030
年まで）に
⽯炭⽕⼒を
フェーズアウ
ト。

33.0%

イギリス

3,221

2024年
10⽉1⽇ま
でに、排出
削減対策が
講じられて
いない⽯炭
⽕⼒をフェー
ズアウト(残
る容量は約
2GW)

2.0%

フランス

4,692

2027年1
⽉1⽇まで
に⽯炭⽕⼒
を退出。

ウクライナ危
機により、停
⽌予定だっ
た⽯炭⽕⼒
の運転継
続を許可し、
現在も稼働
中。

1.3%

イタリア

2,821

2025年ま
でに⽯炭⽕
⼒をフェーズ
アウト（サル
ディーニャを
除く）。

⾜下で約
5GWの容
量を維持。

8.6%⽯炭⽕⼒
の割合

（出典）電⼒需要及び⽯炭⽕⼒の割合についてはIEA World Energy Balances（各国2022年の発電量）、総合エネルギー統計（2022年度確報）をもとに、各国の政策⽅針については各国政府HP、
各種報道をもとに作成

6,102

韓国

⽯炭⽕⼒の
発電電⼒
量⽐率を
2030年に
約20％ま
で引き下げ
る⽅針。

33.9％

オーストラリア

2,708

2035年に
再エネ82%
とするも、⽯
炭⽕⼒につ
いては⾔及
なし。

49.3%





 太陽光・⾵⼒等の再エネは、天候や時間帯等の影響で発電量が⼤きく変動するため、⼤量導⼊が進むと電
⼒系統の安定性に影響を及ぼす可能性がある。このため、再エネの導⼊拡⼤にあたって、系統⽤蓄電池の
導⼊は重要。

 系統⽤蓄電池は、その特性（瞬動性、出⼒の双⽅向性等）を活かし、再エネのインバランス回避や調整⼒
の提供等を通じ、再エネ主⼒電源化にも資する。

総合エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会／電⼒・ガス事業分科会
再⽣可能エネルギー⼤量導⼊・次世代電⼒ネットワーク⼩委員会（2022年4⽉7⽇）資料1より抜粋

蓄電池の導⼊拡⼤
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主なポイント
Ⅴ．2040年に向けた政策の⽅向性

４．次世代エネルギーの確保／供給体制

 ⽔素等（アンモニア、合成メタン、合成燃料を含む）は、幅広い分野での活⽤が期待される、
カーボンニュートラル実現に向けた鍵となるエネルギーであり、各国でも技術開発⽀援にとどまらず、
資源や適地の獲得に向けて⽔素等の製造や設備投資への⽀援が起こり始めている。こうした中で
我が国においても、技術開発により競争⼒を磨くとともに、世界の市場拡⼤を⾒据えて先⾏的な
企業の設備投資を促していく。また、バイオ燃料についても導⼊を推進していく。

 また、社会実装に向けては、2024年5⽉に成⽴した⽔素社会推進法等に基づき、「価格差に
着⽬した⽀援」等によりサプライチェーンの構築を強⼒に⽀援し、更なる国内外を含めた低炭素
⽔素等の⼤規模な供給と利⽤に向けては、規制・⽀援⼀体的な政策を講じ、コストの低減と利
⽤の拡⼤を両輪で進めていく。









 バイオ燃料・合成燃料・合成メタンは、既存のインフラ等を利⽤可能であるため、導⼊促進に向けた投資コスト
を抑制することが可能。

 官⺠協議会や各種審議会において技術・経済・制度的課題や解決策について議論を⾏いつつ、導⼊促進に
向けた取組を進める。
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バイオ燃料・合成燃料・合成メタンについて

合成燃料（e-fuel）

・合成燃料の商⽤化時期を
2040年から2030年代前半
に前倒し

・合成燃料の⼤規模かつ⾼効
率な製造プロセスの開発等を
⽀援（グリーンイノベーション基⾦等）

バイオ燃料

・「2030年時点で、本邦エアラ
インによる燃料使⽤量の10％
をSAFに置き換える」との⽬標を
設定

・バイオ燃料によるSAF製造につ
いて、GX経済移⾏債を活⽤し
た製造設備⽀援や、⽣産等に
応じた税額控除の導⼊を決定

合成メタン（e-methane）

・2030年に供給量の１％相当
の合成メタン等を導管に注⼊
する⽬標を設定

・⾶躍的に⽣産効率を⾼める⾰
新的メタネーションの技術開発
を⽀援（グリーンイノベーション基⾦）
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主なポイント
Ⅴ．2040年に向けた政策の⽅向性

５．化⽯資源の確保/供給体制

 化⽯燃料は、⾜下、我が国のエネルギー供給の⼤宗を担っている。安定供給を確保しつつ現実
的なトランジションを進めるべく、資源外交、国内外の資源開発、供給源の多⾓化、危機管理、
サプライチェーンの維持・強靭化等に取り組む。

 特に、現実的なトランジションの⼿段としてLNG⽕⼒を活⽤するため、官⺠⼀体で必要なLNGの
⻑期契約を確保する必要。技術⾰新が進まず、NDC実現が困難なケースも想定して、LNG必
要量を想定。

 また、災害の多い我が国では、可搬かつ貯蔵可能な⽯油製品やLPガスの安定調達と供給体制
確保も「最後の砦」として重要であり、SSによる供給ネットワークの維持・強化に取り組む。
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⽇本企業のLNGの⻑期契約について（⾒通し）

（出典）令和4年度及び令和５年度JOGMEC仕向地条項等調査
（注釈）上図はあくまで各年度の調査時点で把握した実績・⾒通しであり、調査後に⾏われた更新や新規の契約数量は含まれていない。

本調査における「ターム契約」は、スポット取引（カーゴ毎の取引）を除く、短期・中期・⻑期の契約を指す。

LNGターム契約の実績・⾒通し（⽇本企業）

 ⽇本企業が締結しているLNGの⻑期契約を中⼼としたターム契約は、仮に既存契約の更新や新規契約の締結
がなされなければ、2020年度をピークに減少し続ける⾒通し。
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LNGの⻑期契約の意義
 我が国においては、国内に輸⼊されるLNGの８割程度が⻑期契約によって購⼊されていることから、スポット契

約による調達と⽐較して、安定した価格で決められた量を購⼊することが可能。

 常に⻑期契約による調達が安価な訳ではなく、市況によっては価格が逆転することもあることに留意しつつ、
中⻑期間に亘って調達価格を安定させる最適なバランスの追求が必要。

（出典）Platts 、 IMF 、 ICE ほか、各種資料により JOGMEC 作成 ※⽇本平均 LNG 輸⼊価格内にスポット契約による購⼊ LNG カーゴが含まれることに留意。
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主なポイント
Ⅴ．2040年に向けた政策の⽅向性

６．CO2回収・有効利⽤・貯留
 CCUSは、電化や⽔素等を活⽤した⾮化⽯転換では脱炭素化が困難な分野においても脱炭

素を実現できるため、エネルギー安定供給、経済成⻑、脱炭素の同時実現に不可⽋であり、
CCS事業への投資を促す⽀援制度の検討、コスト低減に向けた技術開発、貯留地開発等に取
り組む。

 CDRは、残余排出を相殺する⼿段として必要であり、環境整備、市場の創出、技術開発の加速
に向けて取り組んでいく。

７．重要鉱物の確保

 銅やレアメタル等の重要鉱物は、国⺠⽣活および経済活動を⽀える重要な資源であり、DXや
GXの進展や、それに伴い⾒込まれる電⼒需要増加の対応にも不可⽋である。

 鉱種ごとに様々な供給リスクが存在しており、安定的な供給確保に向けて、備蓄の確保に加え、
供給源の多⾓化等に取り組むとともに国産海洋鉱物資源の開発にも取り組む。
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主なポイント
Ⅴ．2040年に向けた政策の⽅向性

８．エネルギーシステム改⾰

 システム改⾰は、安定供給の確保、料⾦の最⼤限の抑制、需要家の選択肢や事業者の事業機
会の拡⼤を狙いとして進めてきており、これまでの取組を検証しながら更なる取組を進める必要が
ある。

 特に、電⼒システム改⾰について、電⼒広域融通の仕組みの構築や⼩売⾃由化による価格の
抑制、事業機会の創出といった点で、⼀定の進捗があった⼀⽅、DXやGXの進展に伴い電⼒
需要増加が⾒込まれる中での供給⼒の確保や、燃料価格の急騰等による電気料⾦の⾼騰と
いった課題に直⾯している。

 こうした事態に対応するべく、安定供給を⼤前提に、価格への影響を抑制しつつGX実現の鍵とな
る電⼒システムの脱炭素化を進めるため、①脱炭素電源投資確保に向けた市場や事業環境、
資⾦調達環境の整備、②電源の効率的活⽤・⼤規模需要の⽴地を⾒据えた電⼒ネットワー
クの構築、③安定的な量・価格での電⼒供給に向けた制度整備や規律の確保を進めていく。
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主なポイント
Ⅴ．2040年に向けた政策の⽅向性

９．国際協⼒と国際協調

 世界各国で脱炭素化に向けた動きが加速する⼀⽅、ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の
緊迫化などの地政学リスクの⾼まりを受けてエネルギー安全保障の確保の重要性が⾼まってい
る。

 こうした中で、化⽯資源に乏しい我が国としては、世界のエネルギー情勢等を注視しつつ、包括的
資源外交を含む⼆国間・多国間の様々な枠組みを活⽤した国際協⼒を通じて、エネルギー安
全保障の確保を、経済成⻑及び脱炭素化と同時実現する形で進めていく。

 特に、東南アジアは、我が国と同様、電⼒の⼤宗を⽕⼒に依存し、また経済に占める製造業の
役割が⼤きく、脱炭素化に向けて共通の課題を抱えている。こうした中で、AZECの枠組みを通じ
て、各国の事情に応じた多様な道筋による現実的な形でアジアの脱炭素を進め、世界全体の
脱炭素化に貢献していく。
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主なポイント
Ⅶ．国⺠各層とのコミュニケーション

 エネルギーは、⽇々の⽣活に密接に関わるものであり、エネルギー政策について、国⺠⼀⼈⼀⼈
が当事者意識を持つことが何より重要となる。

 国⺠各層の理解促進や双⽅向のコミュニケーションを充実させていく必要があり、そのためにも政
府による情報開⽰や透明性を確保していく。特に、審議会等を通じた政策⽴案のプロセスについ
て、最⼤限オープンにし、透明性を⾼めていく。

 エネルギーに対する関⼼を醸成し、国⺠理解を深めるには、学校教育の現場でエネルギーに関す
る基礎的な知識を学習する機会を設けることも重要。また、若者を含む幅広い層とのコミュニ
ケーションを充実させていく。
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【⽬次】

１．エネルギー情勢の変化・議論の背景
２．第7次エネルギー基本計画案の概要
３．2040年度エネルギーミックスの概要

４．コスト検証結果の概要



【参考】2040年度におけるエネルギー需給の⾒通し
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2040年度
（⾒通し）

2023年度
（速報値）

3〜４割程度15.2%エネルギー⾃給率
1.1〜1.2兆
kWh程度9854億kWh発電電⼒量

4〜5割程度22.9％再エネ
電源構成 23〜29％程度9.8％太陽光

4〜8％程度1.1％⾵⼒
8〜10%程度7.6％⽔⼒
1〜2％程度0.3％地熱
5〜6％程度4.1％バイオマス

２割程度8.5％原⼦⼒
３〜４割程度68.6％⽕⼒

2.6〜2.7億kL程度3.0億kL最終エネルギー消費量

73％22.9％
※2022年度実績

温室効果ガス削減割合
（2013年度⽐）

 2040年度エネルギー需給の⾒通しは、諸外国における分析⼿法も参考としながら、様々な不確実性が存在
することを念頭に、複数のシナリオを⽤いた⼀定の幅として提⽰。

（参考）新たなエネルギー需給⾒通しでは、2040年度73％削減実現に⾄る場合に加え、実現に⾄らないシナリオ（61％削減）も参考値として提⽰。 73％削
減に⾄る場合の2040年度における天然ガスの⼀次エネルギー供給量は5300〜6100万トン程度だが、61%削減シナリオでは7400万トン程度の⾒通し。
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【⽬次】

１．エネルギー情勢の変化・議論の背景
２．第7次エネルギー基本計画案の概要
３．2040年度エネルギーミックスの概要

４．コスト検証結果の概要









（参考）総合資源エネルギー調査会基本政策分科会の開催状況
エネルギーを巡る状況について5⽉15⽇①

有識者からのヒアリング（電⼒需要について）
 ソフトバンク株式会社、キオクシア株式会社、⽇本電信電話株式会社、JFEホールディングス株式会社

6⽉6⽇②

有識者からのヒアリング
 ⼀般財団法⼈⽇本エネルギー経済研究所、マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャ

パン、株式会社三菱UFJ銀⾏

6⽉17⽇③

脱炭素電源の現状と課題について（再エネ、原⼦⼒、電⼒ネットワークの次世代化等）7⽉8⽇④

安定供給の現状と課題と⽕⼒の脱炭素化の在り⽅について7⽉23⽇⑤

関係団体からのヒアリング
 ⽇本経済団連合会、経済同友会、⽇本商⼯会議所、⽇本労働組合総連合会、全国消費者団体連絡会

8⽉2⽇⑥

次世代燃料・CCUS・重要鉱物等について
関係団体からのヒアリング
 電気事業連合会、⽇本ガス協会、⽯油連盟、全国⽯油商業組合連合会、再⽣可能エネルギー⻑期安定電源推進

協会

8⽉30⽇⑦

ＧＸに向けた取組と省エネ・⾮化⽯転換について9⽉12⽇⑧

関係団体や経営者などからのヒアリング
 ⽇本若者協議会、Climate Youth Japan、⽇⽶学⽣会議、⽇本気候リーダーズ・パートナーシップ、株式会社EX-

Fusion、SPACECOOL株式会社

9⽉26⽇⑨

電⼒システム改⾰と最近の動向について10⽉8⽇⑩

国際エネルギー機関（IEA）からの説明
エネルギーに関する国際動向等について

10⽉23⽇⑪

関係機関からのヒアリング
 国⽴環境研究所、地球環境産業技術研究機構、地球環境戦略研究機関、デロイトトーマツコンサルティング、

⽇本エネルギー経済研究所、マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン

12⽉3⽇⑫

今後のエネルギー政策に向けた検討（発電コスト検証に関する議論、エネルギー基本計画原案）12⽉17⽇⑬
今後のエネルギー政策に向けた検討（エネルギー基本計画案、2040年度エネルギーミックス）12⽉25⽇⑭
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